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教育に関する事務の点検及び評価について 

 

１ 概 要 

 

⑴ 法 的 根 拠 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

２６条により、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任

を果たしていくため、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

これを議会に提出するとともに、公表しなければならないことと規定されてい

る。 

また、教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し

学識経験を有する者の知見の活用を図るものと規定されている。 

なお、点検及び評価の項目や報告書の様式、議会への提出（報告）、公表の

方法などについては、各教育委員会が実情を踏まえ決定することとしている。 

 

⑵ 学 識 経 験 者 の 知 見 の 活 用 に つ い て 

教育に関する事務の点検及び評価の客観性を確保するため、評価の方法や結

果について、教育に関し学識経験を有する者の意見を聴取する機会を設けるな

ど、各教育委員会の創意工夫により対応することとされている。 

学識経験者とは、評価の客観性を確保するという趣旨から、必ずしも教員経

験者や大学の研究者等、専門家でなければならないということではなく、教育

委員や現職教員、事務局職員ではない者で、教育に関して、公正な意見を述べ

ることが期待される者を想定している。 

 

⑶ 実 施 時 期 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、点検及び評価は毎年行うこ

ととされており、令和４年度の点検及び評価については、令和４年３月～令和

４年８月に実施し、報告書を議会へ提出するとともに公表することとしている。 
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２ 点検及び評価の手法 

本市教育委員会では、平成２０年１１月に制定した「泉大津市教育委員会教

育事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価外部委員設置要綱」により、

学識経験者の意見を聴取し、実施した。 

(資料p.21参照） 

 

⑴ 実施方法 

① 点検及び評価の年次 

点検及び評価を行う前年度（令和３年度）の事務の管理及び執行の状況 

②点検及び評価の単位 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条に規定する教育に関す

る事務のうち、原則として、事業内容、手法等において改善の余地・可能性

があると考えられる事業、費用対効果の点で見直しが必要ではないかと考え

られる事業、事業効果、成果が不明確であると思われる事業の視点から外部

委員との議論が有意義と考えられる事業を、本市予算書における事務事業項

目に基づき選定し、対象事業として点検及び評価を行う。 

③点検及び評価の方法 

各事業の目標に対して、その取組状況及び目標達成度（率）を踏まえ、担

当課にて定性的に評価 

④点検及び評価の観点 

・事業の概要、事業費 

・事業実績・成果、業務効率化の可能性 

・これまで実施した事務の見直し点、課題（問題点）、今後の方向性 
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⑵ 点検及び評価の経過 

 

年 月 日 会 議 等 内 容 

令和４年３月１６日 
教育委員会会

議定例会 

○教育事務の管理及び執行の状況に関す

る点検及び評価の実施について 

令和４年６月１０日 
教育委員会 

事務局 

○点検及び評価対象事業（令和３年度事

業）の抽出 

令和４年７月 
外部委員会議 

（書面審議） 

○令和４年度外部委員会議における点検

及び評価対象事業の選定 

令和４年８月１８日 外部委員会議 

○外部委員と教育委員各事業担当課との

質疑応答及び点検並びに評価、講評につ

いて 

 

⑶ 学識経験者の知見の活用について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の点検及び評価を

行うに当たって、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、「泉

大津市教育委員会教育事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価外部委

員」を設置した。 

委員は２人で組織し、教育委員会より委嘱した。委員の任期は、年度内。 

 

① 委員の構成 

大学 教授             ２人 

 (資料p.22参照） 
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②外部委員会議の開催状況 

区分 開 催 日 内 容 

書面 令和４年７月 外部委員による評価対象事業の選定 

会議 令和４年８月１８日 

選定された各事業について、外部委員と教育委員

会各事業担当課との質疑応答及び議論を通じ、外

部委員による点検並びに評価を行い、事業ごとの

講評と全体講評を受けた。 

 

 

⑷ 市民への公表 

点検及び評価結果は、市ホームページ及び社会教育施設等で公表するととも

に、その旨を広報いずみおおつで市民に周知する。 
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令和４年度（令和３年度事業） 

教育に関する事務の点検及び評価フロー図 

 教育委員会 教育委員会事務局 外部委員会議 

３月    

５月   

 

 

６月    

７月   

 

 

 

 

８月    

９月    

10月    

11月以降    

 

教育委員会に報告・承認 

点検及び評価の実施について 

外部委員会議 事前準備 

・委嘱状の交付 

・点検及び評価対象事業の選定 

報告書の作成 

外部委員会議 

・意見聴取、点検・評価 

外部委員に送付 

報告書の確認 

市議会に提出 

市民に公表 

・市ホームページ 

・広報いずみおおつ 

・社会教育施設等 

 

・実施事業リストの作成 

・事務事業評価シートの作成 

・事務局各課調整 

・事務局各課調整・準備 

教育委員会で審議・決定 
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点検及び評価対象事業(令和３年度事業)と地方教育行政の組織及び 

運営に関する法律第２１条に規定する教育に関する事務との関係 

 

評価対象事業 教育に関する事務 

先端教育人材育成事業 

【教育政策課】 第８号 
校長、教員その他の教育関係職員の研修に関す

ること。 

小学校プール維持管理

事業/小学校プール施

設整備事業 

【教育政策課】 

第７号 
校舎その他の施設及び教具その他の設備の整

備に関すること 

学校支援社会人等指導

者活用事業 

【指導課】 

第５号 

教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教

育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関

すること。 

きめ細やかな学級運営

支援事業 

【指導課】 

第５号 

教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教

育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関

すること。 

留守家庭児童会運営事

業、留守家庭児童会指

導員配置事業、留守家

庭児童会維持管理事業 

【スポーツ青少年課】 

第１２号 
青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他

社会教育に関すること。 

地域運動部活動推進事

業 

【スポーツ青少年課】 

第１２号 

 

青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他

社会教育に関すること。 
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令和４年度泉大津市教育委員会教育事務の 

管理及び執行の状況に関する点検及び評価 

 

 

１ 外部委員の評価等 

① 評価 

 

事業名 評価結果 評価コメント 

先端教育人材育成事業 改善し継続 

〇検証を実施している点が非常に優れて

います。 

○ビジョントレーニング展開への課題に

取り組むことに加え、本来の事業目的に

沿ったIoTも含めたプログラミング教育

についても現場のニーズを把握し、必要

な取組みをしてください。 

○ビジョントレーニングの対象について

の整理、そして現場が取り組める・取り

組みたいと感じるような意義の周知を

検討してください。 

小学校プール維持管理

事業/小学校プール施

設整備事業 

現 行 通 り 

○民間委託を進める方向で問題ないと思

います。今後は全天候型の施設をいかに

確保するかが課題だと思います。 

○現場のニーズを把握しながら、最適な運

営の在り方を検討してください。 

学校支援社会人等指導

者活用事業 
改善し継続 

○事業の意義は高いと思います。 

○部活動の質的向上、教員の負担軽減とい

う目的を達成するため、部活動指導員の

早期育成に取り組んでください。 

○目指しているものの実現が、単独事業で

可能かどうかを検討してください。 

きめ細やかな学級運営

支援事業 
現 行 通 り 

○先行的に教員を派遣している点は良い

と思います。効果は児童・教員ともに大

きいのでこのまま取り組んでください。 

○検証のための指標や派遣の時間数につ

いて、さらなる検討・検証が必要です。 
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事業名 評価結果 評価コメント 

留守家庭児童会運営事

業、留守家庭児童会指

導員配置事業、留守家

庭児童会維持管理事業 

改善し継続 

○学童保育を運営・維持するうえで意義の

ある事業だと思います。 

○民間委託を進めることで、さらに事業費

が増加する場合、それを上回る効果が出

せるような委託を目指してください。 

○人件費の支出と民間委託との兼ね合い

を視野に入れた、人員の確保や研修の充

実などの検討が必要になると考えます。 

地域運動部活動推進事

業 
現 行 通 り 

○教育現場の実状に基づいた取組みであ

ることが確認できたので、現場のニーズ

をさらに把握しながら進めてください。 

○運動部から文化部に事業を広げること

や、研究調査の実施・展開のさらなる充

実が求められます。 

○泉大津市の中学校の特性や地域性を活

かしながら、他課による関連事業との連

携が一層求められると思います。 

 

② 総括意見 

担当者の意見を聞いて、現場のニーズに基づいた必要性の高い事業であること

がわかりました。意義の高い事業が多かったと思います。 

一方で、当たり前のことですが、税金を使って事業をおこなっているため、１

つ１つの事業の費用対効果は見逃してはいけません。事業の効果を見取るための

指標をどのように設定するか、それを常に検討し続けてください。 

また、連携を図った方がより大きな効果を生む事業もあり、課を越えた、さら

に部を越えた連携を視野に入れた事業展開も今後必要になってくると思います。 

民間委託については、どういったメリットを捉えていくのか、予算が増えた場

合に、メリットをしっかりと説明できるようにしておき、その内容を実際に運用

していくことが大事になっていくと思います。 
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２ 教育委員会の評価等 

① 結果 

 

事業名 評価結果 評価コメント 

先端教育人材育成事業 改善し継続 

○学校現場がビジョントレーニングに取

り組みたいと思えるよう、ビジョントレ

ーニングの効果等について発信し、学校

の要望に沿った研修等を行う。 

小学校プール維持管理

事業/小学校プール施

設整備事業 

現行通り 

○本年度試行的に実施した水泳授業の民

間委託については、これまでの水泳授業

の課題解決につながる方策として実施

校としても効果的であると評価してい

る。 

一方で、試行実施を踏まえた事業検証か

ら見えてきた課題を踏まえ、水泳授業の

民間委託における最適な運営を検討す

る。 

学校支援社会人等指導

者活用事業 
改善し継続 

○部活動の在り方について、部活動の質的

向上、教員の負担軽減の観点から、他課

とも連携し検討していく。 

きめ細やかな学級運営

支援事業 
現行通り 

○今後も事業の充実に努める。 

○検証のための指標については、教員に対

する事業効果の観点も含め、派遣の時間

数とともに検討していく。 
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事業名 評価結果 評価コメント 

留守家庭児童会運営事

業、留守家庭児童会指

導員配置事業、留守家

庭児童会維持管理事業 

改善し継続 

○学童保育の運営手法については、民間委

託の調査・研究を進め、業務委託を導入

する際には、利用者にとって安心・安全

で魅力のある仲よし学級の運営を目指

す。 

○学童保育の運営については、指導員の研

修を充実させ、指導員の質の向上を図っ

ていく。 

地域運動部活動推進事

業 
現行通り 

○地域の人々や社会教育関係団体ととも

に、本市の中学校の特性や地域性を活か

しながら、生徒にとって多様な選択が可

能な部活動を実施することで、スポーツ

や文化活動に親しむ機会を創出する。 

〇教育現場のニーズを把握し、教職員の負

担軽減に向けた取組みを、中学校や他課

と連携し進めていく。 

 

② 総括意見 

ウィズコロナ社会において、新しい生活様式の定着が進む中、事業やイベントに

ついて実施の有無を含め、運営方法を見直す必要があると考えています。 

 事業を進めるにあたり、単独で進めるべきか、他の事業と連携・包括して進める

べきか等、市民ニーズを把握したうえでより高い効果を見込める方法の検討を行い

ます。 

 また、持続可能な教育現場の運営体制を構築するため、社会的な課題である教育

現場の人材不足や超過労働への対策が求められています。文部科学省からも取組み

の徹底が示されている働き方改革を推進するため、民間委託の可能性など調査研究

を進めていきます。民間委託については、市民ニーズや費用対効果・成果指標につ

いて検討し実施の有無を判断していきます。 

  今後は、教育環境の改善・充実、持続可能な運営体制の構築の実現に向けて、委

員からのご意見を参考に教育行政に取り組んでいきます。 
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資 料 
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関 係 法 令 等 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（昭和３１年法律第１６２号） 

 

（事務の委任等） 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する

事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 

一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 

四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免そ

の他の人事に関すること。 

五 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。 

３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された

事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければな

らない。 

４ 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部

を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員（以

下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。）に委任し、又は事務局

職員等をして臨時に代理させることができる。 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事

務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するととも

に、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 
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泉大津市教育委員会教育事務の管理及び執行の 
状況に関する点検及び評価外部委員設置要綱 

 

（設置） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２

６条第２項の規定により、同条第１項の点検及び評価を行うに当って教育に関し学識

を有する者の知見の活用を図るとともに、事務事業の管理及び執行の状況についての

透明性の確保と市民への説明責任を果たすため、泉大津市教育委員会教育事務の管理

及び執行の状況に関する点検及び評価外部委員（以下「委員」という。）を置く。 

（職務） 

第２条 委員は、泉大津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の求めに応じ、

前条の点検及び評価を行うにあたり、意見を述べるものとする。 

（組織） 

第３条 委員は、３人以内で組織する。 

２ 委員は、教育に対し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、委嘱した年度内とする。 

４ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は再任されることができる。 

（庶務） 

第４条 委員の設置に付随する庶務は、教育政策課において行う。 

（委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育委員会がこれを

定める。 

附 則 

この要綱は、平成２０年１１月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年６月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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泉大津市教育委員会教育事務の管理及び執行の 

状況に関する点検及び評価外部委員名簿 

 

氏 名 学 識 経 験 

あいざわ ひろゆき 
教 授 

合 澤  浩 之 
羽衣国際大学現代社会学部 

もり  ひさよし 
教 授 

森  久 佳 
京都女子大学発達教育学部 

 

 



 

－ 23 － 

（令和４年度）

泉大津市立 戎小学校 河原町３番７号

旭小学校 昭和町２番２７号

穴師小学校 我孫子１丁目１２番１０号

上條小学校 東助松町３丁目１３番１号

浜小学校 小松町５番６号

条東小学校 千原町２丁目１２番１号

条南小学校 宮町９番１号

楠小学校 我孫子２丁目４番７号

泉大津市立 東陽中学校 池浦町４丁目４番１号

誠風中学校 池浦町４丁目１番１号

小津中学校 助松町２丁目１３番１号

泉大津市立 旭幼稚園 昭和町４番３８号

穴師幼稚園 我孫子１丁目１２番１号

条南幼稚園 寿町１６番１６号

泉大津市教育支援センター 戎町３番４１号

泉大津市立図書館 旭町２０番１号アルザタウン泉大津４階

泉大津市立南公民館 楠町西１番７号

泉大津市立北公民館 東助松町４丁目８番４号

泉大津市立勤労青少年ホーム 下条町１１番２８号

泉大津市立織編館 旭町２２番４５号　テクスピア大阪１階

泉大津市立池上曽根弥生学習館 千原町２丁目１２番４５号

泉大津市立総合体育館 宮町２番５０号

泉大津市

中学校　３校

幼稚園　３園

泉大津市教育委員会所管の教育施設

施　　　設　　　名 所　　　　在　　　　地

小学校　８校 泉大津市

泉大津市

泉大津市

 



 

－ 24 － 

（令和４年度）

敷地保有面積（㎡） 延面積（㎡） 備考

泉大津市立 旭小学校 11,314.71 8,028.56

穴師小学校 9,854.44 7,173.84

上條小学校 13,959.04 6,761.93

浜小学校 10,714.79 6,279.51

条東小学校 5,771.36 6,906.71

条南小学校 9,516.61 7,199.10

楠小学校 11,189.30 5,774.22

戎小学校 14,914.81 8,254.27

87,235.06 56,378.14

泉大津市立 誠風中学校 17,027.03 8,170.75

東陽中学校 14,661.10 9,421.31

小津中学校 15,731.81 7,832.01

47,419.94 25,424.07

泉大津市立 旭幼稚園 1,094.62 1,379.00

穴師幼稚園 1,797.39 1,567.00

条南幼稚園 2,995.22 1,750.09

5,887.23 4,696.09

泉大津市教育支援センター 3,436.43 4,007.00

泉大津市立図書館 － 3,510.21

泉大津市立南公民館 1,315.56 1,683.30

泉大津市立北公民館 1,566.19 1,587.81

泉大津市立勤労青少年ホーム 1,785.76 1,020.00

泉大津市立織編館 － 447.88

泉大津市立池上曽根弥生学習館 － 934.27 公園内

泉大津市立総合体育館 9,693.03 5,735.78

幼稚園　合計

幼稚園　４園

教育施設の状況

小学校　合計

中学校　合計

施　　　設　　　名

小学校　８校

中学校　３校



 

－ 25 － 

令和４年４月１日現在

その他 教育政策課 指導課 生涯学習課
スポーツ
青少年課

1 教育長 1

2 部長 1

5 1

6 次長 1（1）

7 参事 1

8 課長 1 1 1(1) 1

9 参事（課長級） 1

10 課長補佐 2 8 1 1

11 係長 3（1） 2(2) 2 2（1）

12 総括主査 1

13 主査 1

14 事務・技術職員 3 0 2 3

41 4 9 14 7 7

35 3 8 12 6 6

※　( )内の数字は職員数の内兼務者の人数

※　短時間・再任用１２名除く

教育委員会事務局職員

合計

合計(実人数)

教育政策統括監

 


